
≪記載例≫
各項目の算出方法が不明な場合は
お問い合わせください。
韮崎市　税務収納課　市民税担当
TEL：0551-45-7021（直通）

7
太陽光

韮崎市水神1-3-1 韮崎　タロウ

0551-22-○○○○

※住所、氏名、電話番号を記入してください。

3 6 1 0 2 0

① 3 6 1 0 2 0

R7.1.1～R7.12.31までの売電収入
太陽光発電による電力を電力会社に売って得た収入金額
（電力会社から1月～12月分として支払われた金額の合計）
※収入金額は電力会社からの支払通知書や通帳で確認してください。

裏面から算出します。
裏面をご覧ください。

1 5 4 8 1 6

3 8 9 6 8

ローン手数料（太陽光分）　38,968円
（契約書もしくはローン返済予定表で
　令和7年1月～12月末までに支払った利子分を確認）
※住宅・太陽光を合わせて借入している場合は按分して算出

② 1 9 3 7 8 4

①－②1 6 7 2 3 6

※所得金額（①－②）が
20万円以下      ⇒住民税申告
20万円を超える　⇒確定申告
マイナス　　　　⇒市民税担当へTEL



取得価格（太陽光パネル購入経費）
3,200,000円

その年の所有月数
例）１年間所有していた場合⇒12/12
　　５月に設置した場合　　⇒ 8/12

太陽光パネル 1 30.7 3,200,000 3,200,000 定額  17 0.059
12

188,800 188,800 82 154,816 （残高は計算不要）

表面の「減価償却費⑬」へ転記

㋠【 「事業専用割合」について】
年間売電量② ÷ 年間総発電量① ×100 で算出します。（小数点以下は四捨五入）
　※記載例は余剰売電の場合の計算例です。全量売電の場合の事業専用割合は100％になります。

≪この記載例における計算例≫
年間売電量　11,100　kwh ・・・②　(発電量から消費量を差し引いたもの）
（電力会社から毎月届く購入電力量のお知らせ等に記載されている、購入電力量の総計）

年間総発電量　13,500　kwh・・・①
（自宅のモニターもしくはパネル、取り外している場合は、過去に統計を取っている数値等を代用）


